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Jアラート（全国瞬時警報システム）緊急情報伝達テスト 

 

生活習慣病予防教室 

 

人権擁護特設相談所が開設されます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2026.５.20発行 
NO.413 

編集 総務課情報防災安全係（TEL32-2421） 

※お知らせ版は全ての人が読みやすいユニバーサルデザイン

フォントを使用しています 

６/３ 
(水) 

人権擁護委員法の施行日である６月１日は「人権擁護委員の日」です。 

家庭や職場、地域社会など様々な場面で、普段から人権とは何かということを一人ひとりが考え、人権

尊重の意識を高めることが強く求められています。 

いじめや差別、虐待、パワハラなどの人権問題について、人権擁護委員がご相談に応じますので、困っ

たことがあればお気軽にご利用ください。 

【人権擁護特設相談日程】 

●日 時  ６月４日（木） 

午前 10時～お昼 12時 午後 １時～午後３時 

●場 所  保健福祉センター２階ふれあいルーム 

●申込み  不要です。当日会場にお越しください。 

 
■保健福祉課福祉係（℡32-2000) 

 

相談無料 
秘密厳守 

健康的な生活を送るためのヒントが学べる教室です。 

体の仕組みを知って、ご自分に合った生活習慣を見つけてみませんか？ 

今回の内容は血糖値に関するお話です。 

●テーマ  インスリンを味方にする食生活 

●内 容  ・保健師と管理栄養士の講話 

・調理実習と試食 

●日 時  ６月 10日（水）午前９時 30分～午後１時 

●場 所  保健福祉センター２階 ふれあいルーム・調理実習室 

●対 象  下記に該当する方、またはそのご家族 

・高血圧、脂質異常症、糖尿病のいずれかと診断を受けた方 

・健康診断等で血圧、中性脂肪、LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、血糖値のいずれかが高いと言われた方 

●持ち物  エプロン、筆記用具、糖尿病連携手帳（お持ちの方） 

●参加費  300円 

●申込み  ６月２日（火）までに保健福祉課保健係にお申込み下さい。 

 ■保健福祉課保健係（℡32-2000） 

 

６/10 
(水) 

６/４ 
(木) 

 Jアラート（全国瞬時警報システム）により、国から送られてくる緊急伝達放送を防災行政無線からテ

スト放送します。 

●訓練実施日時 ６月３日（水）午前 11時 

●放 送 内 容 ①始まりのチャイム 

        ②「これは、Jアラートのテストです。」×３回 

        ③「こちらは、防災わっさむです。」 

        ④終わりのチャイム 
■総務課情報防災安全係（℡32-2421） 

５月１日発行のタウン情
報に記載の日にちから変
更になっています。 
変更前：５月 27日（水） 
変更後：６月 10日（水） 
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事業主の方、新たに事業を始める方へ消防からのお知らせ 

こどもの安全見守り隊 ボランティア募集 

 

公民館を「まなびのスペース」として使用できます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■教育推進課社会教育係（℡32-2477） 

 

■消防署和寒支署（℡32-2119) 

 

 

 

 

「こどもの安全見守り隊ベスト」を着用し、登下校の交通安全あいさつ運動を実施しております。 

こどもの安全を守り、交通事故や犯罪を未然に防ぐために、 

ともに活動してくださるボランティアを募集しています。 

●活 動 例 ・通学路の街頭指導や登下校の見守り 

・ベストを着用してのウォーキングや犬の散歩 

●そ の 他 車両からこどもを見守る「にこにこパトロール」、 

「こども 110番の家」の活動のボランティアも募集しています。 

■教育推進課社会教育係（℡32-2477） 

 

消防法（火災予防上）に基づく届出は必ず必要となります。 

店舗の増改築をする場合や、新たに事業を始める際は、「消防へ届出」が必要です。 

建物の面積によっては消防用設備の設置が必要となる場合があります。 

【届出が必要となる具体例】 

・店舗や事務所、工場、倉庫などを新しく建設・借りる・改装する。 

・不特定多数の方が集まる場所。 

・火気を使う設備を置く。 

・一定量以上の危険物や可燃物を置く。 

まずは消防署和寒支署までお気軽にご連絡ください。 

 

 

公民館の部屋を小・中学生の自習室「まなびのスペース」として使用できます。 

放課後のグループ学習や友人との勉強、自習の場としてご活用ください。  

●時 間  午前９時～午後５時（平日） 

●部 屋  １階ロビー、２階ロビー、２階大会議室 など 

      （会議、行事などで使用していないとき） 
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北原交流展示館「書家 平田鳥閑展」 

 

赤十字社活動資金（社費）へのご協力のお願い 

 

 

 

北海道の書道文化をけん引してきた書家 平田
ひ ら た

鳥
ちょう

閑
かん

氏の作

品を寄贈いただき、北原交流展示館に展示しています。 

 日展や毎日書道展などの代表的な書道展で活躍した高名な書

家である平田鳥閑氏の作品を、この機会にぜひご覧ください。 

●期 間  10月 31日まで 

●場 所  北原交流展示館 

●平田鳥閑氏経歴 

・元北海道教育大学教授（旭川校）・書創社会長 

・毎日書道展名誉会員        ・創玄書道会名誉会員 

・北海道書道展招待作家        ・旭川書道連盟顧問 

  
■教育推進課社会教育係（℡32-2477） 

 

災害や紛争、病いに苦しむ人々を一人でも多く救おうと活動している日本赤十字社を支えてくださっ

ているのは皆さんです。 

さまざまな赤十字活動にご理解いただき、今年度も皆さんからの暖かい活動資金のご協力をお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社費 令和７年度和寒町分区実績】 各自治会より 計…395,000円  

個人の方々より 計…73,500円  

総 額 468,500円 

ご協力ありがとうございました。 

 

 

社 
費 

国内外の個
人・法人の
皆さま 

社費(会費) 

寄付金 

■詳しくは日本赤十字社和寒町分区事務局（保健福祉課福祉係）まで（℡32-2000） 


